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いも宕∈l益田  
平成17年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算が議会の決算審査特別委員会の  を経て、12月  

議会で認定されました。  

平成17年度の決算状況  

せします。  

この公表は、毎年5月と11月に市の財政状況をお知らせするものです。今回は、  

（旧1市1町と新市の合算額）と平成18年度（10月未現在）の予算状況をお知ら  

平成17年度の  決算状況   

平成17年慶一般会計の決算額は、歳入139億3，493万3千円（前年度比11．2％減）、歳出135億7，975万9  

千円（前年度比11．9％減）で、差し引き3億5，517万4千円（繰越明許費繰越額1，218万7千円を含む）を  

翌年度に繰り越しました。  

17年度  ∴16年度  ＝善引   税  明   

普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額で険して得た数値の3力  
財政力牒旨郵  0．41   0．38  0．03        年の平均で、高いほど財源に余裕があるとされる。   
乗究収支比率   3．9   3．5   0．4  棟準財政規模に対する実質収支額の割合を言い、概ね3～5％が望ましいとされている。   

経常収支比率  99．0  94．6   
財政構造の弾力性を示す指標であり、人件辛、公債費等の経常経費に、税、普通交付税等  

4．4        の経常的な一般財源が充当された割合で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。   
財政構造の弾力性を判断する指棟であり、公債費lこ充てられる一般財源の額の標準財  

公鷹嚢比 20．2  ▲0．1        政規模に占める割合である。   

実i公虎費比率   17．2  
公債費比率に、公営企業会計の元利償還金への一般会計からの繰出金等を加味した起債  
制限等を行う指標。18％を超えると許可団体へ移行する。   

起債制臆此率   13．3   12．9   
地方債の許可制限に係る指標として地方債許可方針に規定されたものであり、この比率  

0．4        が20％以上の団体に対しては、一定の地方債が制限される。   

歳入決算額13，934，933千円  
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性質別歳出決算額（千円）  
市有財産の状況（平成17年度未現在）  

地  3，788，188ポ  基  金   01，328千円   

∴  159，158「げ   

内  

有価証券  14，379干円   土地開発基金  647，201千円   

自 動 車   訳   

債  権  458J49千円   そ の 他  708，338千円  

1，702β60千円  

出資・貸付・  
積立・繰出金  
1．773，373千円   

13．1％  
一公債費   

乙518006千円  
1乱5％  

‾  

t＿棚  
1，封3．081千円  

災害復旧事業モ  
31，448干円 0．2％ 普通建設事業宍  

2，073，285千円15．3％  

11．4％  

投資的経費15．5％  
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人 口……‥………・ 

世帯数………＝……・ 

32，993 人  
12，685 世帯  

【平成17年10月1日国勢調査】  
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15年度  16年度  17年度  

市民1人当たりの市債残高  
万円  

75  

70  

65  

60  

55  

50  

15年度  16年度  17年度  

市税負担評（平成15年度～17年度決算）  

15年度   16年度   17年度   

F 税 総 壱 干円  2，901，046   2，929，587   3，198，94：   

l人当たt  円  86，847   88，697   97，91「   

司世帯当たし．円  213，516   216，734   236，871   

Å  ロ  人   33，404   33，029   32，670   

世 帯洩  世帯   13，587   13β17   13，50王   

注）人口及び世帯数は、各年度末の住民基本台帳登録者数による。   
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平成17年度決算状況及び平成18年度予算の  

概要をお知らせしましたが、平成17年度の決  

算につきましては、市民の皆様の市政に対する  

ご理解とご協力により、厳しい財政事情の中で、  

市民生活に密着した多くの事業を施行し、概ね  

所期の成果を収めることができました。決算に  

よる収支については、国民宿舎特別会計が赤字  

決算となり、平成18年度において繰上充用を  

行うことになりましたが、その他の会計につき  

ましては、収支の均衡を保つことができました。   

本市の財政は、一般会計、特別会計ともに一  

段とその運営は厳しさを増してきております。  

限られた予算の中で、市民の皆様の身近な要求  

に応えるため、最善の努力をしてまいります。   

市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたし  

ます。  

（単位：千円）  

歳 入  歳 出  差引額  翌年か細す瑞相  実質収支額   

簡易水道事業  255，657  255，657   0   0   0   

瀾民健康保険  3，729，972  3，676，263  53，709   0  53，709   

交通災害共済  5，617   5，617   0   0   0   

老 人 保 健  4，924，007  4，923，936   71   0   71   

公共下水道事業  914，678  90邑478   6，200   6，200   0   

地方卸売市場事業  10，611  10，611   0   0   0   

介 護 保 険  2，603，622  2，481，511  122，111   0  122，111   

国 民 宿 舎  253，887  260，053  ▲6，166   0  ▲6，166   

絹地区漁業集落排水事業  9，739   9，739   0   0   0   

居宅介護サービス事業  122，180  106，743  15，437   0  15，437   

温 泉 施 設  53，693  50，053   3，640   0   3，640  

12，883，663  12，688，661  195，002   6，200  188，802   

平成18年虚歳入歳出判別10月末現在）（単位‥千円）  

平成18年度   

10月未予算額   

ー∴椴 姦 計  14，95乳742   

別 会 計  13，431，213   

簡易水道事業特別会計   214，182  

国民健康保険特別会計   4，168，412  

交通災害共済特別会計   1，883  

内  4，820，308  

公共下水道事業特別会計   916，792  

地方卸売市場事業特別会計   11，662  

訳  2，879，575  

国 民 宿 舎 特 別 会 計   300，388  

戸崎地区漁業集落排水事業特別会計   16，543  

居宅介護サービス事業特別会計   101，468   

合  計  28，389，955   

平成17年度の決算状況  

◎水道事業会計  

1．収益的収入及び支出  

収益的支出合計372，819干円  

支払利息  
及び諸費  
73，318千円  
19．67％   

．＿－■■  ー  

」＿」   
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2．資本的収入及び支出   

資本的収入（消費税込み）  （単位：円）  資本的支出（消費税込み）  （単位：円）  

決 昇 感   不用額  

395，870，000  346，184，876  49，685，12J   

建設改良費   305，754，000  256，069，410  49，684，59（  

企業債償還金  90，116，000  90，115，466   53J  

区  分  

資本的収入   200，713，000  200，234，462   △478，538  

企業債  200，000，000  200，000，000   

負担金   713，000   234，462   ．478，53モ  

資本的収入が資本的支出に不足する額145，950，414円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額  
8，605，086円、過年度分損益勘定留保資金28，982，028円及び当年度分損益勘定留保資金108，363，300円で  
補てんしました。   

17年度末における給水戸数は、9，321戸（前年度比40戸減）、給水人口は20，916人（前年度比262人減）  

となっています。平成17年度の主な建設事業は、第5次拡張変更工事として、山之神浄水場の各種ポン  

プ・非常用発電機・薬品注入設備機器等の整備を行いました。その他、麓地区の区画整理事業に伴う配水  
管布設工事等を実施しました。   

●国民宿舎事業会計  

1．収益的収入及び支出  

収益的支出合計  支払利息   
及び  

諸 費  
11，700千円  
4．00％   

292，365千円  

1－－   －  

■   

2．資本的収入及び支出   

資本的収入  無し   

資本的収入額が資本的支出額に不足する額  

40，924，797円は、過年度分損益勘定留保資金  

4，219，225円及び当年度分損益勘定留保資金  
15，833，526円、更に一時借入金20，872，046円で補て  

んしました。  

資本的支出（消費税込み）  （単位：円）  

平成17年度の利用者は、宿泊客12，974人で、宿泊利用率30．38％、休憩及び会議客9，950人、宴会客  
28，618人で、修正宿泊利用率52．96％です。   

前年度に比べ宿泊客850人の増、休憩及び会議客320人の増、宴会客776人の増、レストラン客1，078人の  

増となっており、総体的に3，024人（4．66％）の増となっております。また、宿泊利用率は1．99ポイントの  

増で、修正宿泊利用率は2．63ポイントの増となっており、結婚披露宴の組数は43組で、前年度に比べ13組  

の増となっています。   

今後も更に経営の合理化・効率化を図るとともに宣伝等の営業活動に取り組み、利用者の要望に応えら  
れるよう努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。  
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いちき串ホ野市のバランスシート  
（貸借対照表）   

市民の皆様に市の財政状況をお伝えするため、企業と同様に  

複式簿記として整備されたバランスシート（貸借対照表）を導  

入し、平成18年3月末現在で作成しました。   

作成については、国が示した作成基準をもとに、今までと違  

った視点から財政状況を見つめ直すとともに、市民の皆様にも  

知っていただき市民全体でまちづくりを進めるきかっけとする  

ものです。  

パランスシートとはなんでしょう？・・・   

会社や学校で簿記を学んだことのある方はご存知のことと思いますが、借方（左側）には資産、貸方  

（右側）には負債や資本（正味資産）を表示します。このように資産、負債、資本を一覧表にしたもの  

をバランスシートと呼んでいます。これによって、道路や学校等の社会資本の整備にどれだけのお金が  

使われ、どれだけの資産が蓄積されているか、またそれを整備するための資金として負債がどれだけあ  

るかが分かります。  

（借 方）  

有形固定資産   

道路、漁港、学校、体育館   
市営住宅、公民館、土地など  

投資等   

特定目的の基金   

他の団体への貸付金など  

流動資産  

現金、地方債償還の基金など  

（貸 方）  

固定負債   

国、県、銀行などからの借入金   
退職給与引当金など  

流動負債   

翌年度に返す予定の借入金  

資本（正味資産）   

国庫支出金（国の補助金）   

県支出金（県の補助金）   

一般財源等（市税ほか）  

凛市のバランスシートによると・・・   

平成18年3月31日現在では、本市の総資産は536億円、負債252億円、正味資産284億円となってい  

ます。これを平成18年3月末の市民1人当たりで見ると、資産は164万円、負債は77万1千円、正味資  

産は86万9千円となります。資産内訳では、そのほとんどが道路・漁港・公営住宅などの有形固定資産  

（491億円）で資産の91．6％を占めています。有形固定資産を行政目的別に見ると、道路・公営住宅整  

備等の土木費が231億円（47．1％）と最も多く、次いで学校・  

給食センター等の教育費が113億円（23．0％）、次に漁港・農  

道整備等の農林水産業費が73億円（14．9％）となっています。   

負債の252億円は、将来返済しなければならない債務、すな  

わち後世代が負担する借金を表しています。負債内訳は、借入  

金残高が212億円（後年の交付税措置分を除く実質的な残高は  

97億円、よって1人当たりの実質的負債は29万7千円）など  
となっています。   

正味資産の284億円は、現在までの世代が既に負担し、次の  

世代に引き継ぐ実質的な財産とも言えます。   
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いちき串木野市バランスシート  

（平成18年3月31日現在）  
（単位：千円）  

借  方  貸  方  

［資産の部】  

1．有形固定資産  

（1）総務費  

（2）民生費  

（3）衛生費  

（4）労働費  

（5）農林水産費  

（6）商工費  

（7）土木費  

（8）消防費  

（9）教育費  

（10）その他  

計  

（うち土地   

有形固定資産合計  

［負債の部］  

1．固定負債  

（1）地方債  

（2）債務負担行為   

①物件の購入等  

1，975，952  

1，012，262  21，191，855  

1，726，814  

31，574  

7，289，629  

②債務保証又は損失補償＿＿＿＿』   

債務負担行為計  

1，678，328  

23，110，871  

712，882  

（3）退職給与引当金  

（4）その他  

固定負債合計  

11，306，567  1，968，907  

222，480  

49，067，359  

7，697，041）  

49，067，359  23，160，762  

2．投資等  

（1）投資及び出資金  357，680  2．流動負債  

（1）翌年度償還予定額  

（2）翌年度繰上充当金  

流動負債合計  

負 債 合 計 1＋2  

（2）貸付金  364，339  

（3）基金   

①特定目的基金  647，143  

2，035，009  

②土地開発基金  647，202  

（勤定額運用基金  51，155  

基金計 ①＋②＋（参 1，345，500  2，035，009  

（4）退職手当組合積立金  3，466  

投資等合計（1）＋（2）＋（3）＋（4）   2，070，985  25，195，771  

3．流動資産  

（1）現金・預金   

①財政調整基金  964，405  

［正味資産の部］  

1．国庫支出金  

2．都道府県支出金  

3．一般財源等  

②減債基金  578，049  8，254，106  

（釘歳計現金  358，815  

現金・預金計（D＋（∋＋（彰1，901，269  4，295，073  

（2）未収金   

①地方税  371，295  15，839，587  

（Dその他  173，629  

未収金計（D＋（∋  544，924  正味資産合計 1＋2＋3  28，388，766  

流動資産合計（1）＋（2）  2，446，193  

資 産 合 計 1＋2＋3  53，584，537  負債・正味資産合計  53，584，537  

平成18年3月31日 現在 住民基本台帳人口  32，670人   
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商工観光課（℡33t5638）   

串木野地域を運行しておりました「いきいきバス」が、11月6日から市内全域へ路線拡大いたしました。どな  

たでも利用できますので多数のご利用をお願いします。  

Ql．いきいきバスは、どんな人が利用できるのですか？  

▲1．誰でも利用できます。年齢や住んでいるところなど関係なく、どなたでも利用できます。  

q2．いきいきバスの時刻表を見たいのですが、どうしたらいいですか？  

Å2．10月20日発行の広報いちき串木野へ折り込んであります「いきいきバス運行路線表」又はいちき串木野  
市ホームページ（アドレス・・・http：／／www．city．ichikikushikino．1gjp／）（※「暮らし」三〉「生活情報」式〉  

「いきいきバス」の順でクリックしてください。）をご覧ください。  

また、串木野庁舎商工観光課にも時刻表がありますので、紛失等された場合はご連絡ください。  

qき．いきいきバスの乗車料金はいくらですか？  

A3．どこから乗っても、どこで降りても1回100円です。なお、1歳未満のお子さんは無料で、小学生及び身  
体障害者手帳提示の方は、50円です。  

また、日曜日は、市内観光地を回る観光バスとして運行しており、日曜日限定のいきいきバスー日東車券は、  

300円です。なお、1歳未満のお子さんは無料で、小学生及び身体障害者手帳提示の方は、150円です。  

Q4．日曜日限定の一日乗車券は、いつ・どこで買えばいいのですか？  

A4．一目乗車券は、いきいきバスの車内で販売してます。いきいきバスに乗って運転手から購入してください。  

Q5．自由乗降区間ってどういうことですか？   
．停留所がなくても乗り降りが自由にできる区間のことです。次の路線図に赤色で色分けしている区間内は、  

自由乗降区間となっています。  

乗る時は、安全に十分注意して運転手に見えるよう手を上げるなど合図をしてください。また、降りる時  

は、運転手に声を掛けてください。  

8   



園  
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今年も依然として高齢者の交通事故が多発しており、特に年末年始は、交通量の増加に伴う道路の  

混雑に加え、飲酒の機会が多くなることから、交通事故が急増する恐れがあります。   

このため、広く県民に「早めの点灯」「夜光反射材着用の促進」などを通じて、交通安全思想の普  

及・浸透を図り、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹  

底を図ることを目的とします。  

◎スローガン 「年末年始 マナーアップで 事故防止」  

◎実施期間 12月22日（金）～1月10日（水）  

rtギ1i  
血 ．．  

′． 

◎運動の最重点  交通死亡事故の抑止  

・運転者のみなさん   

平成18年10月末現在、県内における交通死亡事故死者数は、  

91人と前年同時期と比べ5人増加しています。   

安全運転に努め、事故のない年末年始にしましょう。  
高齢畜の交通死⊂事故  

高齢者の交通事故防止   運動の重点1  

平成18年10月末現在における高齢者（65歳以上）の交通死亡  

事故死者数は52人で、全死者数の57．1％を占めています。   

運転者は、高齢者を見かけたら減速するなど思いやりのある  

運転に努めましょう。  

・高齢者のみなさん  （平成18年10月兼現在）  

道路を横断するときは、必ず一旦止まって左右の確認をしてから渡りましょう。  

夜間や夕暮れ時に外出するときは、夜光反射材を身につけましょう。  

運動の重点2  飲酒運転の根絶  

・運転者のみなさん   

飲酒運転は悪質で危険性が高く、また重大事故につながること  

から絶対にやめましょう。  

～守ろう！・飲酒運転四（し）ない運動～  

★運転するなら酒を飲まない。 ★酒を飲んだら運転しない。  

★酒を飲んだ人に運転をさせない。★運転する人に酒をすすめない。  
γ■  

運動の重点3  夕暮れ時・夜間における交通事故防止  

夕暮れ時は 交通事故が多発  

★夕暮れ時に車を運転するときは、   

早めにライトを点灯しましょう。   
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成19年度市県民税申告について  
税務課（℡33－5616）   

平成19年1月1日現在でいちき串木野市に住所のあ  

る方で、平成18年中（1月1日～12月31日）の所得内  

容（生活状況）が次のいずれかに該当する方は、呈旦  

16日から3月15日までの申告期間中に市県民税の申告  

農業所得について   

農業別項の甲盲については、田畑の広さに関係なく、  

すべて収支計算になっています。   

農業所得 ＝（収入金額）－（経費）  

●収入：販売用、自家用にかかわらず収穫量、出荷量、  

販売金額等  

●経費：種苗代、肥料代、農薬代、農機具修理代、水道  

光熱費、減価償却費等（※農業用に使用したも  

のに限ります。）  

※領収書、帳簿等必要書類が不足している場合には、申   

告書を作成できない場合がありますので、領収書等を   

整理してから申告を行ってください。  

が必要です。  

●給与所得があった方で次のような方  

（∋勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない方  

（む給与所得以外に他の所得（利子・配当・不動産・雑  

所得等）があった方  

（釘平成18年中に退職し、その後就職されていない方   

④医療費控除等を受けようとする方（※所得税の還付  

を受けるには確定申告が必要です。）  

●営業等所得、農業所得があった方  

●年金、恩給等を受けた方  

※所得税の確定申告をする方や、給与所得のみの方で勤   

務先から市役所に給与支払報告書の提出がある方は申   

告の必要はありません。  

平成19年度の市県民税申告書については、20歳以上  

の方すべてに2月上旬までに配布しますので、申告が必  

要な方は2月16日から3月15日までの申告期間中に市  

役所で申告を行ってください。  

◎申告の際のお願い   

平成18年度から老年者控除が廃止されたこと  

により、非課税措置を受けられなくなった方や  

税額が高くなった方のうち、寡婦（夫）控除や  

障害者控除を受けられる方は、非課税措置を受  

けたり、税額を軽減できる場合がありますので、  

申告の際にお申し出ください。（障害者控除を  

受ける際は、障害者手帳や障害者控除対象者認  

定書を提示してください。）  
◎重要   

国民健康保険の加入者は、家族など誰かの扶  

養親族となっていても必ず申告書を提出してく  

ださい。   

世帯に申告のない方がいると、国民健康保険  

税の軽減を受けられない場合があります。  

申告についての聞合せ先  

・串木野庁舎 税務課 市民税係 ℡33－5616  

■市来庁舎 市民課 税務係 ℡21－5116  

◎市県民税の制度改正について   

平成19年度から税源移譲により市県民税の制  

度が大きく変わります。   

詳しくは、本紙12～13ページの「平成19年か  

らあなたの所得税・住民税が変わります。」や  

11月20日発行の広報紙（4～5ページ）「平成  

19年度から個人住民税の制度が変わります」を  

ご覧ください。   

●平成18年中の所得を明らかにする書類  

・給与所得、年金所得者の場合は、源泉徴収票又は給  

与支払明細書など  

・営業等所得、農業所得者の場合は、収支を明らかに  

する帳簿、領収書など  

●諸控除等の証明書、領収書等  

・生命保険料、損害保険料の控除証明書  

・国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料等の  

支払証明書又は領収書   

■医療費の領収書  

・身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書等  

●印鑑  
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平成19年から  

あなたの所得税・住民税が変わります，  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえ  

るのが、今回の「税源移譲（ぜいげんいじょう）」。税源移譲では、所得税（国税）と住民税（地方税）の税率を変えることで、  

四の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、固から地方へ移譲されます。  

セう変わるの乙   
税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより、住民はより身近で、よりよい行政サービス  

を受けられるようになります。  

所得税  成19年1月分から適用  ■◆4段階の税率を、  
（所得税と住民税を合わせた観■担が変わらないよう制度股計）  

一姫＃の税率から、一陣10％一事  
（♯遭府■犀馳蛸・市区町村搾馳弼）  

住民穏  

ほとんどの方は、り∃分から所得税が抑拍、ら住民税が増えることになり  

ます。しかし、税源の移し替えなので、「所得税＋住民税」の負担は基本的には変わりません。  

税源移譲による負担変動（年額）   
一■■▲  

1  

モデルケース  デ
 
 

ポ
睾
善
言
蓋
聾
蔓
ヨ
竜
妄
草
書
賛
意
一
－
t
】
…
彦
て
 
 

．
嘗
、
さ
家
ミ
′
承
・
Y
亡
r
ま
㌦
 
 

独身者の場合  

税源移譲後   

所得税   住民税 合計   

62，000円  126，500円  188，500円   

160，500円  260，500円  421，000円   

376，500円  404，500円  781，000円   

夫婦＋子供2人の場合  
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税源零 前   

所彿税   華貞＿＿   合計   

0円  9，000円   9，000円   
119，000円  76，000円  195，000円   

263，000円  196，000円  459，000円  

鱒源移譲忽 

所得税   住民犠   合計   

0円  9，000円   9，000円   
59，500円  135，500円  195，000円   

165，500円  293，500円  459，000円   

給与収入  

300万円  

500万円  

700万円  

※夫婦＋子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。  

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。  

★このほか、実際の負担増減毛割こは、平成19年から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。（詳しくは右のページをご覧ください）  
用町Ⅷ聯顔   



◎税源移譲以外の主な変更点  

●定率減税が廃止されます。   
平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を  

踏まえて廃止されます。（所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から）  

平成19年以  

所得税：平成18年1月分から  

税額の10％相当額を減額（12・5万円を限度） －l  

住民税：平成18年6月分から  

税額の7．5％相当額を減額（2万円を限度）  

所得税：平成19年1月分から廃止   

住民税：平成19年6月分から廃止   

平成17年1月1日現在、65歳以上の方（昭和15年1月2日以前に生まれた方）で、前年の合計所得金額が125万円以下  

の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が  

平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置  

がとられていまナ   

■事前7司 

合計所得金額   

125万円以下の方．■◆  

非詳税  

平成1純度呵  
経過措置として  

平成18年度は税額の3分の2を減額  

平成19年度は税額の3分の1を減額  

平成20年度以降は、全額負担  
課税  

※この経過措置は昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象になります。   

モデルケース 70歳独身年金収入200万円（年額）  

合計  

27800円）  37400円）  

※各モデルケースの住民税（年額）は所得割に係るもので、このほか均等割が課税されます。  13   



き串木野市の－けこ  

一・・■   
■   入院・入院外・歯科等1人当たり費用額の推移  

0  50，000 100，000 150，000 200．000 250．000 300．000 350，000 400．000 450．000 500，000  

「 ■■  

年度  1人当たり費用顔（円）  受診率（％   

14   416，142  1233．67   

15   422，057  1242．97   

16   428，850  1269，95   

17   443，244  1312．60   

そうだね。  

受診率は、医療費の増加に  

大きく影響しているのね。  

医療の受け方を見直してみ  

る必要があるね。   

14  



入院の場合は、高医療が発生  

すると1人当たり費用額が高  

くなることもあるんだよ。  

轟厳  由適地顧鹿緬  i繭薩塞き惑   

14   236，219   68．41   

15   246，174   67．48   

16   252，666   71．44   

17   263，083   70．34   

認  仁ヨ  
■  

;O - J;S 
■  
∵⊥  
砲闘  

医療象の増加を防ぐに．0、丁期発  
見i早期治療と生活智蠣を見直し、  
病状を重症化志せないことなどが大  

事だね 軒  

入院と外来の1人当たり費用額  

は10万円ほどの差があるんだね。  

■■川  
大切な医療費を有効に活用するために、お医者さんのかか  

り方を見直したり、定期的な健康診断を受けたり、生活習慣  
を見直すことが大切です。  

王権受診はやめよう！   

お医者さんを次々と変えて、多くの病院を渡  

り歩くと、病院を変えるたびに検査や処置、投  

薬などをやり直すため医療費の無駄が発生します。  

そればかりか、度重なる検査や投薬により、体  
に悪影響を与えてしまうことも心配されます。  

定期的に健康診葡を受けよう！   

定期的な健康診断は、自分の健康を知る大き  

な辛がかりとなります。病気の早期発見・早期  

治療は、生活習慣病を予防一改善するためには  

欠かせません。  

かかりつけ医・  

かかりつけ薬局のススメ！   

何かあったらすぐに受診・相談できるかかりつけ医は、そ  

れまでの病歴や個人の体質などを把握しているので、大きな  

安心を与えてくれます。また、薬局もかかりつけを決めてお  

くと、薬歴がわかるので、飲みあわせや重複処方を防ぎ、服  

薬の指導や相談にも乗ってくれます。  」一一  

llll■  
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即暫， ‾屈義戯一針鵬埼蛸  
「  

＜当日の日程及び申込み先＞  

【受付時間】 8：30～8：50  

【開会式】 9：00～（小雨決行、荒天中止）  
※中止の場合は、防災行政無線で放送  

【集合出発場所】 串木野西中学校  

【駐車場】 新田グラウンド  

【携行品】 タオル、手袋、帽子、雨具、水筒 等  

※緊急時のために携帯電話をお持ちの方はご持参ください。  

【問合せ先・申込み先】・市教育委員会市民スポーツ課  

℡21－5129 FAX36－5228  
・市教育委員会分室  

℡33－5650 FAX32－7340  
※串木野体育センター、B＆G海洋センター、市来体育館にも申込書の提出ができます。  

【事前申込み締切】1月15日（月）まで【当日受付もできます。】  

＜送迎バス運行予定＞  

中央公民館出発8：10  

アクアホール出発7：50  

●主催：いちき串木野市・いちき串木野市教育委員会 ●後援：いちき串木野市体育協会  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t－＝－－－－一  切 り 取 り 線 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一  

第9回 元気な街づくりウオーキング大会 参加申込書  

ふリガな   
年齢  性別   住  所   児童・生徒  保護   コ ー ス  バス希望   

氏  名   学年  学 校 名  者印  電話番号                       希望に○を  （0・×）  

5・10km  

5・10km  

5・10km  

5・10km  

※4年生以下の参加は保護者同伴とし、児童生徒（5年生以上）のみの参加は保護者の承諾印が必要です。  

門  約 ．1与   
私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等については、自己の責任と  

し、主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切の迷惑をかけないことを誓います。また、  

大会当日は事故のないように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分留意しながらマイペースで歩くことを誓います。  

平成   年   月  日  

上記誓約書に参加者全員同意します。 申込代表者氏名  ⑳  
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笥蛸遵塊剋  

銚蕎¢醍剋蔓草象拶習  
、、▼：  
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平成19年度 保育所入所   
来年4月から市内の保育園に入所を希望する児童の入所申込みを受け付けます。  

［保育園の概要］  

宗教法人願船寺   宗教法人浄賛寺   社会福祉法人羽島福祉会  社会福祉法人浜ケ城福祉会  

保育園名           願船寺保育園  串木野保育園  羽島保育園  浜ケ城保育園   

公私の別   私  立   私  立   私  立   私  立   

所在地   栄町22（栄町）   本浜町38（浜町）   羽島3595－3（横須）  下名12011－1（浜ケ城）   

連絡先   
Te1 32－3700  Te1 32－1779  Te1 35－0045  Te1 32－4712  
Fax 32－8604  Fax 32－5121  Fax 35－036 3  Fax 32－4872   

園  長  井 上 恒 夫   島 津 知 道   牧 田 京 子   児 島 喜代子   

定  員   60 人   45 人   45 人   45 人   

開所時間  7：00～18：30  7：00～18：50  7：00～18：30  7：00～18：35  

～ねがい～   社団法人大谷保育協会の  保育園は子どもにとって  ～自然の中でめいっばい  

ひとりひとりの幼児が、  総合テーマ   「昼間の家」です。   遊びませんか～  

幸せな生活のできる「いし  「ともに生き、ともに育  保育士は子どもの人生の  当園は市街と海を一望す  

づえ」を築き、豊かな保育  ちあう保育を実践しよう」  中で母親の次に出会う最も  る高台にあり、園庭の横に  

環境と宗教的情操教育の中  のもとに真宗保育の内容を  影響力の大きい保育者であ  菜園、’周囲は木々が茂る自  

で、JL、身の調和的な発達を  より深めながら、園づくり  るとの自覚を持ち、愛情保  然豊かな場所です。その中  

はかる。  に携わっていく。  育、安全保育、健康保育を  
モットーに情緒の安定を図  

～保育の目標～  り、心身の健全な発達を助  

①家庭的なくつろいだ雰図   当園では、子どもの発達     長する。  ～保育の方針～  

気の中で、個々の子ども  段階によって、正しい愛情  ①自然遊び（季節を感じ、虫  

の欲求を十分に満たし、  と知性と技術とでひとりひ  ～保育の方針～   や草花に触れる）を通し  

健康と情緒の安定を心が  とりの子どもをよく見つ  ○やる気のあるこども   て人間の土台となるたく  

ける。   め、のびのびと楽しい集団  ○思いやりのあるこども   ましい心と体をつくる。  

（彰子どもの個性と年令に応  生活を経験させて、心身と  ○感性豊かなこどもを育て  ②子どもたち同士、地域の  

じた幼児期としての望ま  もに生き生きとした子ども  る。   様々な人と交流すること  

しい生活習慣の自立を援  の育成を目指しています。  マーチング活動を通して  で、人間関係づくりの基  

助すると共に、健やかな  忍耐力・集中力・協調性を  礎を築く。  

心と身体の発達をはかる。  培い、地域の行事に参加し  ③菜園作りを通して命を育  

③教育的配慮をもって、豊  達成感を味わう。   てる活動を行う。感性豊  

かな経験の場をつくる。  わんぱく体操の実施（プ  かな子どもに育てる。  

④森でのあそびと生活体験  ロの指導者によるサッカー  ④菜園で収穫した野菜等を  

（園の森）  等の体育指導で身体を鍛え．  

る。）   を学ぶ。   

①0歳児保育   ①0歳児保育   ①0歳児保育   ①0歳児保育  

②障害をもつ子どもと共に  ②世代間交流事業   ②老人とのふれあい活動  ②延長保育促進事業  

特別保育                    育ちあう保育   （老人福祉施設訪問等）  ③育児講座   ③障害児保育事業   

等の実施  ③社会や地域の人と交流し、  ③地域の特性に応じた保育  ④延長保育促進事業   ④世代間交流事業   

予  定  いろいろな文化にふれる  需要への対応   ⑤障害児保育事業   （老人福祉施設訪問等）  

活動  ④延長保育促進事業  ⑤育児講座・育児と仕事の  

④延長保育促進事業  両立支援事業   

［入所基準］保育園へ入所できる児童は、その保護者のいずれもが次の事情にある場合です。  

（1）保護者が昼間家庭外で仕事をしている （2）保護者が昼間家庭内で家事以外の仕事をしている  

（3）母親が妊娠中または出産後間がない   （4）保護者が病気または負傷し、あるいは障害をもっている  

（5）保護者が病人などの看護をしている   （6）災害の復旧にあたっている  

（7）明らかにその児童が保育に欠けると市長が認めたとき  

※ただし、入所基準（1）～（5）の場合、その世帯の保護者以外の同居の親族等が、児童を保育できるときは入所   

できません。  
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申込みの受付  
串木野庁舎 福祉課（℡33－5618）  
市来庁舎 健康福祉課（℡21－5117）  

社会福祉法人太陽福祉会   いちき串木野市立   いちき串木野市立   いちき串木野市立   

太 陽保育 園  生福保育 所  照 島保育所  市来保育所   

私  立   公  立   公  立   公  立   

西塩田町73－1（汐見町）   上名8671（大六野）   下名5320（酔之尾）   湊町3126－23（日ノ出町）   

Te1 32－7910   Te1 32－3359   Te1 32－3324   Te1 36－2166   

Fax 32－7932   Fax 32－3528   Fax 32－3514   Fax 36－2324   

吉 尾 藤 逸   松 野 ゆかり   福 田 けい子   矢 頭 ひとみ   

60 人   60 人   120人   90 人   

7：00～18：30   7：30～18：00   7：30′〉18：00   7：00～19：00   

当園は、開設以来子ども  子どもが健康で安心して  子どもが健康で安心して  子どもが健康で安心して   
の健康づくりに重点を置き、  過ごせる環境の中で、集団  過ごせる環境の中で、集団  過ごせる環境の中で、集団   
薄着保育やすもう大会等を  生活を通して豊かで健全な  生活を通して豊かで健全な  生活を通して豊かで健全な   
通じて子どもの健康づくり  心情の発達を培う。   心情の発達を培う。  
を推進しています。  

また、米国のサリナス市   ～保育目標～   

の保育園とも姉妹園を結び、   しい子どもに育てる  てる   身近な環境の中で、個々   
国際化の時流の中でゆうぎ  （∋いのちを大切にする子ど  の子どもが自己を十分に発   
（参自ら友達とかかわること             会等で英語劇を取り入れる   もに育てる   挿し、よりよい援助のもと   
等子どもたちのことばに対  のできる積極的な子ども  ③明るく、強く、たくまし  で豊かな人間性を育てる。  
する興味を側面から助長し  に育てる  い子どもに育てる   

援助しています。  ～目標とする子どもの姿～  
（∋思いやりのある感性豊か  

り入れて遊びの中でパソコ  な子どもに育てる  育てる   ②げんきな子   
ンに触れ、将来を見据えた  ⑤偏食をしない心身豊かな  ③やさしい子   
保育を行っています。  （む自分のことは自分ででき  子どもに育てる   ④がんばる子  

子どもたちにとって一番  る自主的な子どもに育て  ⑥物を大切にする子どもに   
大切なものは健康と遊びで  育てる  市来保育所では、地域の  
す。当園は、明るく健康的  方々の協力をいただきなが  

ら、地域の行事参加などい          な保育園づくりを目指して   
います。   護者・地域の方々の協力を  護者・地域の方々の協力を  ろいろな世代の方々との交   

また、図書室も併設し、  いただきながら、色々な行  いただきながら、色々な行  流を深めているところです   

絵本に触れることによって  事を通じ子どもたちは成長  事を通じ子どもたちは成長  が、これからも地域に根ざ   
子どもたちの感性もひろげ  しています。これからも地  しています。これからも地  した保育所づくり、安心し   
られたらと思います。   域に痕ざした保育所づくり  域に根ざした保育所づくり  て過ごせる環境づくりによ  

に取り組んでいきます。   に取り組んでいきます。   り一層取り組んでいきたい  
と考えています。   

（Do歳児保育   ①0歳児保育   ① （∋0歳児保育   

（参老人とのふれあい活動  （∋障害児保育事業   （∋障害児保育事業   （∋障害児保育事業   

③延長保育促進事業   ③地域老人とのふれあい  （多地域の特性に応じた保育  ③延長保育   

④育児支援センター   （弧世代間交流事業   需要への対応   ④世代間交流事業   

（※サークルあり。随時   （老人福祉施設訪問等）  ④世代間交流事業   （老人福祉施設訪問等）   

受付 TEL33－0192）  （老人福祉施設訪問等）  ⑤地域高齢者とのふれあい  

⑥一時的保育   

※詳細については、各保育園にお問い合わせください。   

［保育料］保育料は、児童の年齢及び児童の属する世帯の税額によって決定します。   

［入所申込み］   

●入所申込書：串木野庁舎福祉課・市来庁舎健康福祉課または市内の各保育園で配付します。   

●受付期間：平成19年1月15日（月）～平成19年2月16日（金）  

●受  付：串木野庁舎福祉課・市来庁舎健康福祉課または希望する保育園に申込書を提出してください。  
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第25回 羽島青年文化祭  
11月12日、羽島小学校体育館で羽島青年学級主  

催の第25回羽忘青年文化祭が開催されました。   

今回は、羽島保育園・虫力児薗によるちびっこマー  

チング、羽島小学校児童による朗読・竹太鼓、羽島  

中学校生徒によるソーラン節・エツサツサ、伊集院  

高校ダンス部によるダンス、婦人会による踊り、相  

撲甚句保存会による相撲甚句、そして、青年学級に  

よる踊り・コント・演劇等盛りだ＜さんの内容で盛  

大に開催されました。   

なあ、文化祭の様子は羽島青年学級ホームページ  

（http：／／wvvw．bunise．com）で動画にて配信中です。  

＋l  
KKB小学生陸上   

フェスタ2006で新記録優勝  
11月4日、鹿児島県立鴨池陸上競技場でKKB小  

学生陸上フェスタ2006が開催され、小学4年生女  
子100M走にぉいて、照島小学校の久松未季さん  

（別府・ナンバーワンクラブ所属）ガ14秒34の県小  

学4年生（女子）新記録で見事優勝しました。   

久松さんは、女子全体の中で最優秀選手賞にも選  

ばれました。今後の活躍が期待されます。  

九州ママさんバレーボール大会で第3位  

11月17日から18日まで、長崎県で開催された第  
32回九州ママさん／ルーボール大会2006 NARI  

S CUP第2部（35歳以上の部）で、鹿児島県代  
表として出場した本市の家庭婦人／ルーボールチー  

ム「串木野（北薗由乃監督）」ガ、見事第3位に入  

賞しました。   

同チームは、過1回の少ない練習時間を有矧こ活  

用し、現在でlよ、九州内でも強豪チームとして知ら  

れています。   

第1回 連盟旗争奪軟式野球大会  

11月19日、多目的グラウンドで第1回連盟旗争  

奪軟式野球大会ガ開催され、参加した7チームは熱  

戦を繰り広げました。結果lま、次のとぉりです。  

●優 勝 ちかびスターズ  

●準優勝 脳神経外科センター  

二■   ■ J鼻・l←l・■  
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▲地元の新鮮な特産品   ▲ジャンケン大会  

かんむりだけ山市物産展  

11月23日、冠岳花川砂防公園でかんむりだけ山而物産展が開催され、併せて柴燈護摩供養、冠岳神社秋季  

例大祭も行われました。   

雨の中での開催となりましたが、特産品販売のほか、郷士芸能、大法螺吹きコンテスト、田中星児ミニコ  
ンサートなど多彩な催しが行われ、終日賑わっていました。   

なあ、長崎観光龍踊り会へ田畑市長から感謝〕犬が、また、串木野高校野球部リヤカー隊へかんむりだけ山  

而物産展実行委昌会か5感謝状かそれぞれ贈られました。  

九州地区高等学校  
英語弁論大会で第2位  

11月4日、鹿児島而で第16回九州地区高等学校  

英語弁論大会か開催され、鹿児忘県代表として出場  

した神村学園3年の池上舞さんか、買2位と好成績  

を収めました。   

県第一代表の池上さんは、アメリカ合衆国オレゴ  

ン州での留学体験を堂々と発表し、その後の質問に  

も笑顔で答えるなど終始落ち着いていました。   
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還暦同窓会のメンバーが  
子どもたちへ寄付   

市来中学校の昭和37年卒業生の同窓会メンバー  

（代表者福山純治さん）が、「母校の子どもたちの役  

lこ立ちたい」と、還暦記念同窓会当日に集めた募金  

や還暦焼酎を造る際に余った芋の売上げなどを集  

め、市来地域の小・中学校へ寄付されました。   

あリガとうございました。   

園児から温かいプレゼント  

11月21日、勤労感謝の日を前lこひばり幼稚園の  

園児7名ガ、市役所の市長室を訪れ、田畑市長へ  

「いつもぉしごとあつかれさまです」と感謝の気持  

らを込めて、幸作リリースをプレゼントしました。   

かわいらしいプレゼントに田畑市長も終始笑みが  

こぼれていました。  

統計功労者表彰受賞  

11月22日、鹿児島市で第16回鹿児島県統計大会  

が開催され、本市の7名及び1事業所が統計行政の  

発展・向上に大き＜貢献されたとして、総務大臣表  

彰や県知事感謝状などを受賞されました。   

受賞された個人・団体lよ、次のとぉりです。（敬称略）  

●総務大臣表彰   

力石  篤（上名・写真左から2人自）   

石原 裕子（大里・写真中央）   

臼井 京子（住吉町・写真右から2人目）   

岡田 錦也（美住町・写真右）  

●鹿児島県知事感謝状   

有限会社中新商店  

●鹿児島県統計協会会長表彰   

愛川 美代子（長崎町）   

須納瀬 盛男（下名）   

長崎 千鶴子（粟島平町）  

元気いきいきフェスタ2006  
（保健福祉大会）  

11月22日、市民文化センターで「健康な人づ＜  

りで豊かな郷土を築こう」をスローガンに、元気い  

きいきフェスタ2006（保健福祉大会）ガ開催され  

ました。   

社会福祉関係の表彰ガ行われたあと、高齢者クラ  

ブや神村学園鼓舞道部による歌や踊りなどガ披露さ  

れました。   

また、「自分なりに満足な一生のために～先輩方  

へのい＜つかの提案～」と題して、相星壮吾氏（伊  

集院保健所長）が講演をされました。   

ー■、  ら－－F  
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鹿児島県原子力防災訓練  

11月17日、国、地方公共団体、原子力事業者な  

ど86機関、約7，000名か参加し、平成18年度鹿児島  

県原子力防災all練ガ実施されました。   

この訓練では、原子力発電所の緊急時にあける通  

信連絡訓練や住民に対する広報などの情報伝達訓  

練、B＆G海洋センターヘの避難誘導訓練、士川小  

学校の児童等による屋内退避訓練などか迅速かつ的  

確に行われました。  

生 福 市  

12月3日、さつま日置農協生福支所前で生福而ガ  

開催されました。   

生福而は、農協跡地を有効に活用して地域活性化  

を囲ううと、生福地区内の公民館か中心となって開  

催されたものです。  

1回目となった今年は、地区内の農家や婦人会の  

万々が、新鮮な地元食材等を販売し、多＜の人出で  

賑わいました。  
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第12回田園荒川ず′カップゴルフ大会  

12月3日、荒川地区内のBんぽで第12回田園荒  
川ず′ カップゴルフ大会が開催され、約100名の参  

加者が、60ヘクタールの田んぼの中に設定された  

18ホールを元気よ＜回りながら、珍プレー、好プレ  

ーを連発していました。   

また、地元農産物即売や高齢者クラブによる≡二  

門松作りとしめ縄作りの体験、地元金村を使った昼  

食の振舞いなどがあり、参加者は荒川の自然を満喫  

していました。  

地域の安全は地域で守る！！   

川上地区の「川上安全会 毒パト隊」が、この程  

『吉パト看板』を作成し、川上郵便局前に設置しま  

した。   

現在看パト隊では、16名の隊員が音色回転灯を  

装備した車両4台で、「地域の安全は地域で守る」  

を合言葉に、地区内の防犯パトロールを実施して  

います。   

今回設置された『青パト看板』ガ、犯罪防止に自  

を光らせて＜れること期待します。  
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おしらせ版  
亡保健・衛生・福祉■  

記のとおりとなっていますので、ご注意ください。  

【串木野環境センター】  
スライムつ一  

～「青少年のための科学の祭典」いちき串木野市大会～  

11月12日、いちきアクアホールで「青少年のた  
めの科学の祭典」いちき串木野市大会を実施しま  

搬 入 日  搬入時間  搬入できるごみ  搬入手数料   

月～金曜日  午前9時から  燃えるごみ、燃え  100kgまでは   

（年末年始、祝  12暗まで  ないごみ、資源ご  300円、100kg   

日を除く）  午後1時から  み、粗大ごみ  増すごとに   

月の第1・第  4暗まで  300円加算し  

3日曜日  た額（100kg  

未満は100kg  
とみなす）  土曜日（年未年 始 

、祝日を除く）   

祝日、日曜日  

（月の第1・第3  休   み   
日曜日を除く）  

た。  

今年は、市内の各学校の先生方を中心に17名の  
験講師による11種類の科学実験・科学工作ブー  
を開設しました。  
当日は、開演前から大勢の小・中学生が会場に  
れ、終了時刻の午後4時まで来場者が絶えるこ  駐  

．
・
へ
‥
■
．
∴
．
、
 
、
 
 

ヒな＜、延べ822名の万々が来場しました。中lこは、  

同じ科学実験を何回も体験する子どもたちや、子  
どもよりも熱心lこ解説を聞＜大人の方もいて、科  
学への興味の高さがうかがえました。予想以上の  
来場者であったために、途中で実験材料ガ尽きて  
しまうブースガ出るというハプニングもありまし  
たが、多＜の万が科学の面白さを味わうー自とな  
りました。  
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※庭木の努定などで、一時に大量の草木を搬入され   
る場合は、事前に串木野環境センターまでご連絡   

ください。  

【市来一般廃棄物利用エネルギーセンター】  

搬 入 日  搬入時間  搬入できるごみ  搬入手数料   

午前9時から  燃えるごみ   

12時まで  （燃えないごみ、  

年末年始 以外の日      串木野環境セ ンターと同じ        午後1時から  資源ごみ、粗大   4時30分まで  ごみは環境セン  
ターへ）   

年末年始   休   み   

【詳細についての聞合せ先】  

串木野環境センター ℡32－2388   

～第2回いちき串木野市小・中学校音楽発表会⊥  

11月28日、市民文化センターでいちき串木野市  
小・中学校音楽発表会を実施しました。   

市内全ての小・中学校から558名の児童生徒ガ出  
演し、それぞれに思いをこめた歌声や演奏を披露  
しました。   

発表会tま、「もみじ」の全員合唱で始まり、各学  
校の発表は、伝統芸能を受け継いだ和太鼓や竹太  
鼓の演奏、日用品を使ったリズム演奏やボディー  
パーカ、ソション、合唱、吹奏楽とバラエティーに  
富んでいました。   

閉会式では、県総合教育ヒッターの小磯誠先生  
1こ講評をしていただきました。その中で、「歌や演  
奏で大切な思いを伝えようという気持ちかよ＜伝  
わってきました」というあ言葉をいただきました。   

最後は、「今日の日はさようなら」の全員合唱で  
終了となりました。会場を訪れた万々からは、「来  
てよかったです。感動しました。」という感想が聞  
かれました。次年度も、さらにすばらしい音楽発  
表会となるように、音楽の学習に取り組んでほし  
いものです。  

燃料資源の有効利用や地球温暖化防止のため、身  
の回りでできることから、省エネに心がけましょう。  

～冬の省エネ～   

★暖房は、室温20℃を目安に温度調節しましょう。  

～見直してみましょう～   

★照明・電気製品等を購入する時は、省エネタイ  
プのものを選びましょう。  

～こまめに省エネ～   

★電気製品を長時間使わない時には、コンセント  

からプラグを抜きましょう。   

★テレビをつけたまま、他の用事をしないように  

しましょう。   

★車の運転時には、経済速度を心がけ、急発進・  

急加速をしないようにしましょう。   

★タイヤの空気圧は適正に保つようにしましょう。   

★アイドリングはできる限りしないようにしまし  

ょう。   



【年末年始のごみ収集】  

●年末のごみの収集（燃えるごみ）  

串木野地域：12月30日（土）まで  

市来地域：12月28日（木）まで  

●年始のごみの収集（燃えるごみ）  

串木野地域：1月4日（木）から  
市来地域：1月4日（木）から   

燃えるごみ以外のごみについては、「平成18年度  
ごみ収集力レンダー」をご覧ください。  

【ごみの直接搬入】   

ごみ処理施設への直接搬入は、下記のとおりです。  

●串木野環境センター   

年末は、12月30日（土）まで（この目は、特別に  

「家庭の燃えるごみ」以外のごみも搬入できます）   

年始は、1月4日（木）から平常どおり   
※搬入時間は9：00～12：00、13：00～16：00  

です。  

●市来一般廃棄物利用エネルギーセンター   

燃えるごみのみ搬入できます。   

年末は、12月30日（土）まで平常どおり   

年始は、1月4日（木）から平常どおり   
※搬入時間は9：00～12：00、13：00～16：30  

です。   
「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾  

：年末は混雑しますので、大掃除は早めに済ませ、 l  
：なるべく早めに搬入しましょう。 l   
」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【＿＿＿＿＿■－■＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿†＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

詳しいことは、串木野環境センター（℡32－2388）  

までお問い合わせください。   

生後91日以上の犬を新たに飼われた場合は、狂犬  

病予防法により登録（生涯1回）と狂犬病予防注射  

（年1回）が義務付けられています。   

また、飼い犬がすでに死亡していたり、住所が変  

わっていたら（他人に譲った場合も）市町村の窓口  
に届出が必要です。  

●登録料：3，000円 ●注射手数料：3，000円   
※室内犬・猟犬であっても、登録が必要です。  

【犬の正しい飼い方の基本】  

・人と犬が共生できる社会を目指して、家族と同様   
の愛情を持って終生飼いましょう。  

・犬にはしつけが必要です。他人に迷惑をかけない   

よう訓練をしてください。  

■昼間、夜間、散歩中を問わず、犬の放し飼いは禁  

生されています。  

散歩中の糞等は、飼い主の責任で始末しましょう。   

世界各地（特にアジア）では、未だ狂犬病がまん  

延しています。渡航中は、犬や猫、野生動物には近  

づかないようにしましょう。また、万が一動物に唆  

まれた場合は、下記のとおり早急な対処が必要です。  

・現地医療機関を受診すること  

・現地医療機関への受診の有無にかかわらず、帰国   
時に検疫所（健康相談室）に相談すること   

※狂犬病は通常、人から人に感染することはなく、  

感染した患者から感染が拡大することはありま  
せん。  

【聞合せ】  

ごみの収集は、「平成18年度ごみ収集力レンダ  

のとおり、祝日も平常どおり収集します。  
ー」   

ごみを出すときは、下記のとおりルールやマナー  
を守って出しましょう。ルールが守られていないご  

みは収集しません。   

失められた目の朝8時半までに、決められた場所   

こ出す（収集したあとに出さない）。   

∃分の居住地以外のステーションに出さない。  

▼．然えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ、粗大ごみ   

をきちんと分別して出す（ステーションに出せな   
いごみを出さない）。  

▲貰源ごみ（紙を除く）は、洗ってかわかして出す。   

然えるごみ、燃えないごみは必ず指定ごみ袋に入   

れて氏名を書いて出す。   

事業所から出たごみは、ステーションに出さな   

い（法律により、事業所から出たごみは、事業   

所自らの責任において処理することと定められ   

ています）。  

※ごみの分別や出し方についてわからないことは、   

下記までお問い合わせください。  

・生活環境課（串木野庁舎）  

・串木野環境センター ℡32－2388  

ますが、生活雑排水等による河川の水質悪化が懸念  

されます。   

河川の水は、飲料用の上水道はもとより農業用水  
などにも利用されます。水環境・水質の悪化は、  

我々の日常生活に直結する深刻な問題です。   

河川の水質保全のため、以下のような住民一人ひ  

とりのご協力をよろしくお願いします。   

賢所の排水口に目の細かい水切りネット等を使う。   

舞器などは、まずひどい汚れを軽く拭きとってか   

ら洗う。   

先濯や入浴時の洗剤、シャンプーは使い過ぎない．   

火の使い方を工夫し、節水を心がける。   

罫業所排水も責任をもって水質管理をする。等  
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の貸付  

就職支度資金・就学支度資金  
福祉課（℡33－5620）  

＜就学支度資金＞  
●対象者 来春4月に小学校・中学校・修学資金  

の対象となる学校への入学、又は知識  
技能を修得させる修業施設（厚生労働  
大臣が定める施設）への入所に必要な  
経費であり、母子家庭の児童、父母の  
ない児童、寡婦が扶養している子。  

●貸付金 下表のとおり  
（単位：円）  

＜修学資金の貸付＞  
●対象者 高等学校、短期大学、大学、高等専門  

学校又は専修学校で修学するために必  
要な経費であり、母子家庭の児童、父  
母のない児童、寡婦が扶養している子。  

●貸付金 自宅通学の場合・・一下表のとおり  
※自宅外通学は貸付金額が異なります。  

（単位：円／月）  

学校別  区 分  1年  2年  3年  4年  5年   
高校・専修  国公立  18，000  18，000  18，000   

高等課程  私 立  30，000  30，000  30，000   

高等専門  国公立  21，000  21，000  21，000  44，000  44，000   

学  校  私 立  32，000  32，000  32，000  52，000  52，000   

短大・専修  国公立  45，000  45，000  

専門課程  私 立  53，000  53，000   

大  学  国公立  45，000  45，000  44，000  44，000  ／   私 立  54，000  54，000  53，000  53，000   
専修学校  
（一般課程）   

29，000  29，000   

入 学（所）   自宅から通学（所  自宅外から通学（所   

小 学 校  39，500     ／   
中 学 校  46，100     ／   

高校・専修  国公立  75，000  85，000   
高等課程  私 立  410，000  420，000   

高等専門  国公立  75，000  85，000   
学  校  私 立  410，000  420，000   

大学・専修  国公立  370，000  380，000   
専門課程  私 立  580，000  590，000   

中 卒  75，000  85，000  
修業施設          向 牛  90，000  100，000   ●利  率 無利子  

●償還方法 卒業後6カ月据置（高校9年以内、大  
学12年以内）  

＜修業資金の貸付＞  
●対象者 事業を開始し、又は就職するために必  

要な知識技能を習得するのに必要な経  
費であり、母子家庭の児童、父母のな  
い児童、寡婦の扶養している子。  

●貸付金 ①技能修得の場合は月額50，000円  
（D自動車運転免許取得（就職内定者）  

の場合は460，000円まで  

●利  率 無利子  
●償還方法 修業期間終了後1年据置で、貸付期間  

の2倍以内（自動車運転免許取得の場  
合は6年以内）  

＜就職支度資金＞  
●対象者 就職するに際して直接に必要とする被  

服・履物等の購入費等であり、母子家  
庭の児童、父母のない児童  

●貸付金100，000円  
●利  率 無利子  
●償還期間 1年据置で6年以内  

●利  率 無利子  
●償還期間 修学期間終了後6カ月据置で5～7年  

以内  
●申込み 随時福祉課（串木野庁舎）で受け付け  

ています。  
●その他 1．金額は平成18年11月現在のもので  

す。毎年多少の変動があります。  
また、家庭の収入により金額が異  
なる場合もあります。  

2．合格発表以前でも申請できます。  

3．どの資金も貸付申請には連帯保証  
人が必要です。  

4．上記貸付の他、母子家庭の母、寡  
婦を対象として事業開始、事業継  
続、技能習得、就職支度、医療介  
護、生活、住宅、転宅、結婚等の  
貸付制度があります。詳細は、福  
祉課までお問い合わせください。   

次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育  
てを支援する制度です。  
【祝金の対象者】   

①出生祝金：10万円  

既に2人以上の子どもを養育し、平成18年1月1  

以降の子どもが平成19年4月に小学校に入学する  

保護者   

但し、入学時点で保護者が、いちき串木野市に  

1年以上住所を有していること  
※入学式終了後、申請していただくことになります。  

日以降に第3子以上の子どもを出産した方（保護者）   【手続き】  

市役所の福祉課（串木野庁舎）、健康福祉課（市   但し、子どもの出生前に保護者が、いちき串木  

野市に1年以上住所を有していること  
②誕生日祝金：1歳から5歳までの誕生日ごとに  

2万円   
既に2人以上の子どもを養育し、平成18年1月  

来庁舎）で手続きしてください。  

各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件   
が発生した翌月から6カ月以内です。  

【手続きに必要なもの】  

・印鑑  

・振込口座預金通帳（郵便局は不可）  

※詳しくは、福祉課社会福祉係へお問い合わせくだ   
さい。   

1日以降に第3子以降を出産した方で、その第3  
子以降の子どもが誕生日を迎えた方（保護者）  

（参入学祝金：10万円   

既に3人以上の子どもを養育していて、第3子  

26  



かごしま子育て支援パスポート事業  

パスポート申請の受付を始めます！  
■  

串木野庁舎 福祉課（℡33－5618）  

市来庁舎 健康福祉課（℡2ト5117）   i岩  

【シンボルマーク】  

鹿児島県といちき串木野市など県内7市町村は、「かごしま子育て支援パスポート支援事業」を開始します。   

この事業は、子育て家庭に交付されたパスポートを架け橋に、協賛店が独自の子育て支援サービスを提供する  

ことで、子育てを暖かく応援する地域づくりを進めていくものです。  

●事業内容  

シンボルマークステッカーの貼ってある協賛店で、パスポートを提示すると、それぞれのお店が定めたいろ  

いろな子育て支援サービスが受けられます。   

《サービスの例》  

スタンプポイント○倍進呈  

お買い上げ00円以上で、記念品進呈  

家庭の日（毎月第3日曜日）は食料品○％引き  
お子様ソフトドリンク1杯無料  

お子様連れで入場の場合、お子様1人分入場無料  
など  

買い物中などの託児サービス  

待ち時間に子ども用ビデオ、おもちゃ、絵本を用意  

ベビーカーなど、乳幼児用器具の無料貸出  
ベビーカーが通れる／†リアフリー店舗  

店内に授乳スペースや親子の遊び場スペースを設置  

ミルクのお湯の提供  

職場体験、工場見学 など  

●サービス開始時期  

平成19年1月28日から実施予定です  

※なお、県内7市町村（薩摩川内市・いちき串木野市・奄美市・伊仙町・和泊町・知名町・十島村）どこで  
もパスポートを使用することができます。  

※当初、当市を含め県内7市町村で実施しますが、平成19年度以降も実施意向のある市町村が参加する予定  

です。  

●対象者  

市内在住で妊娠中の方または、満18歳未満の子どものいる世帯  
▲■てスポート申請の受付開始期日  

平成19年1月10日から  

1▼■皇付場所  

・串木野庁舎 福祉課 社会福祉係  

・市来庁舎 健康福祉課 福祉係  
●申請時に必要なもの  

・妊娠中の方のいる世帯……母子健康手帳  

・満18歳未満の子どものいる世帯＝＝＝申請者の健康保険証又は、運転免許証など、■本人確認のできるもの  

●協賛店  

県ホームページを開き“かごしま子育て支援パスポート事業’’で検索できます。  

（http：／／www．pref．kagoshima．jp／） ※1月下旬から閲覧できる予定です。  

《事業の仕組み》   

子育て家庭 ○妊娠中の方及び18歳未満  の子どものいる世帯  

協賛店舗等  

○各店舗等において、   
サービス内容を決定  

協サ企業・  
店舗TR  ツカー交付  

いちき串木野市   
運鏡  

●聞合せ先  

串木野庁舎 福祉課 社会福祉係 ℡33－5618  市来庁舎 健康福祉課 福祉係 ℡2ト5117  
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就業支援の一環として、次のパソコン講座生を募  

集します。  飲食店等において、調理の業務に従事する調理師  

の皆様方の資質の向上を目的とする研修等の事業が  

円滑に実施できるよう、2年に1度「調理師業務従  

事者届」を提出していただいております。  

●届出の必要な調理師の方々   

調理師免許を持っている方で、平成18年12月31  

日現在において、寄宿舎、学校、病院、事業所、社  

会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、飲食店、  

その他多人数に飲食物を提供している施設、魚介類  
販売業、そうざい製造業等で調理業務に従事してい  
る調理師の方々です。  

※平成18年12月31日現在、調理業務に従事してい   

ない方は、届出の必要はありません。  

●届出の方法   

「調理師業務従事者届」を、平成19年1月15日（月）  

までにご提出ください。  

※「調理師業務従事者」の届出書は、県の各保健所、   

市役所・生活環境課（串木野庁舎）又は、市民課   

（市来庁舎）窓口にも準備してあります。また、   

様式は県庁健康増進課ホームページに掲載してお   
り、ダウンロードできます。  

●「調理師業務従事者届」の提出先   

◎鹿児島市で調理業務に従事している方  

三〉 県庁 健康増進課へ   

◎鹿児島市以外の県内市町村で調理業務に従事し  

ている方 三〉 就業地を管轄する県の保健所へ   

◎提出方法については、郵送・FAX・メー  

ル・持参どれでも結構です。健康増進課及び  

県の保健所の住所、FAX番号、メールアド  
レスは、県庁健康増進課のホームページに掲  

載しています。  

（http：／／www．pref．kagoshima．jp／home／  

kenkoka／health21／health21．htm）  

■詳しくは、県庁健康増進課（℡099－286－2111内   

線2719・2717）又は最寄りの県の各保健所にお   

問い合わせください。   

一幕集・催し一  

講 座 名   期間・回数   時 間  定員   

Word   1／23～2／22  

初 級  
毎週火・木曜日  

12：00   
10人  

（10回）   

Excel   1／24～2／23  

応 用  
毎週水・金曜日  

21：00   
10人  

（10回）   

1／24～2／21   
10人   

パソコン入門   毎週水曜日 （5回）   12：00  

l場  所 働く女性の家   
対  象 市内に居住又は、勤務する方で就業の  

ため、又は現在仕事で使っているが学  
びたい方で全回受講可能な方とします。  

（女性優先で男性の受講も可）※「Excel  

応用」は、パソコンの基本操作、入力  

がスムーズに行える方を対象とします。  

●内  容・Word初級：入力基本操作、文書作成  
・Excel応用：表計算機能、データベ  

ース機能の活用  
・パソコン入門：パソコン基本操作、  

文書作成  
●受講料 無料（ただし、テキスト代は受講生負担）  

●持参晶 筆記用具  
●申込方法 往復はがきに次の必要事項を記入し1  

月10日（水）までに必着するようにお  
申し込みください。  
①コース（参氏名③年齢④〒・住所（9電  

話番号（む職業（う受講動機（む託児の有無  

いちき串木野市働く女性の家  送付先 〒896－0035 いちき串木野市新生町183  

※後日、返信用はがきで結果を通知します。  

●託  児 昼間の講座は、受講時間内の託児をします。  
（満2歳以上～未就学児）希望される  

方は、事前にお申し込みください。  
●聞合せ 働く女性の家   

川薩人材育成センターでは、次のパソコン講座生  
を募集します。  荒川写真コンテスト作品展示会  

in薩摩金山蔵   講 座 名  定員  受講期間  受講時間  受講料   
平成19年  

パソコン基本講座 Windows  15人   2／1～3／22  30，000円   （）  
毎週木曜日（8回）   

文書作成コース  
基本編  

2／3～3／3  
10人   毎週土曜日  

15，000円   
（初心者・シニア）  

（4回）  
文書作成コース  

応用編  
（初心者・シニア）   

※ただし2／17（土） は除く   

これまで6回開催された「荒川写真コンテスト」  

で、入賞した全作品の展示会を薩摩金山蔵で行い  

ます。   

ほたる、サーファー、稲刈りなど荒川の自然をご  

鑑賞ください。  

●日 時 平成19年1月6日（土）～14日（日）  

●場 所 薩摩金山蔵  
●問合せ ・薩摩金山蔵 ℡21－2110  

・商工観光課（串木野庁舎）  

●受付開始 平成19年1月5日（金）午前9時から  
（定員になり次第締切）  

●問合せ申込み先  
川薩人材育成センター ℡22－3873   
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IIE: その他  ・一  

市木・市花が決定しました  
総務課（℡33－5624）   

本市を象徴する市木・市花が次のとおり決定し  

ました。  

これからの時季は、空気の乾燥や季節風が強い時  
もあり、火気を使用する機会も増える上に、年末年  

始を迎える慌しさのため、普段にも増して防火に対  

する注意が必要です。   

大切な生命と財産を火災から守るため、火の取扱  
いや後始末には十分気をつけるとともに、消火器や  
住宅用火災警報器など、火災に対する備えをしてお  

き、明るい年末年始を迎えましょう。  

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント  
…3つの習慣・4つの対策…  

市木：マツ  市花：サクラ   

選定については、広く市民の皆様から募集し  

た結果を学識経験者等からなる市木・市花選考  
委員会において協議していただきました。   

その結果、市花は、応募が最も多く、市の観  

光名所である観音ケ池や串木野ダム、五反田川  

沿いなどにも数多くあり、地域にも根ざしてい  

る「サクラ」が、市木は、サクラを除き市木の  

中で応募が最も多く、日本の白砂青松百選にも  

選ばれている吹上浜の北端に位置する本市の海  

岸線にも多くある「マツ」が選ばれました。   

今後、市木・市花を活かし、明るいまちづくりが  

できますよう市民の皆様のご協力をお願いします。   

≪3つの習慣≫  

1．寝たばこは、絶対やめる。  

2．ストーブは、燃えやすいものから  

離れた位置で使用する。  

3．ガスこんろなどのそばを離れると  

きは、必ず火を消す。  
≪4つの対策≫  
1．逃げ遅れを防ぐために住宅用火災  

警報器等を設置する。  

2．寝具や衣類からの火災を防ぐため  

に防炎製品を使用する。  

3．火災を小さいうちに消すために、  

住宅用消火器等を設置する。  

4．お年寄りや身体の不自由な人を  

守るために、隣近所の協力体制  

をつくる。   

：
∴
甘
 
 
 

バ  

火災多発期で火気使用の機会も多くなる年末にあ  
たり火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災  

発生を防止し、市民の生命・身体及び財産を保護す  

るため、市内の各消防分団が夜警を実施します。   

日  時12月29日（金）・30日（土）21時～24時   

易  所 市内各消防分団詰所等  

度警の方法 分団詰所等に待機するとともに、消防  

ポンプ自動車、その他の消防車両で所  

轄区域を巡回して警戒にあたります。  

※市民一人ひとりが火の取扱いには十分注意し、後   

始末をしっかりとして、火災のない年末年始を過   

ごしましょう。   

農業委員会委員選挙人名簿は、毎年1月1日現在  
で、有権者が提出した登載申請書に基づき作成され  
ます。   

登録資格を有していても、申請をしないと名簿に  

は登録されません。   

なお、現在、登録されている人も申請をしないと  

名簿に登録されず選挙時に投票ができません。有権  

者は、必ず登載申請書を提出してください。  

●登録資格を有する人  

（1）10アール以上の農地を耕作している人  

（2）上記（1）の同居の親族、又は配偶者で、1年に  

60日以上の耕作に従事する人  

（3）10アール以上の農地を営む農業生産法人の組  
合員、又は社員で1年に60日以上の耕作に従  

事する人  

（4）（1）から（3）までに該当し、昭和62年4月1日ま  

でに生まれた人   

中請書の提出期限 平成19年1月10日（水）  

申請書提出先  

・農業委員会事務局（串木野庁舎2階）  

・産業経済課（市来庁舎1階）  

※申請用紙は、串木野地域は行政嘱託員・市来地域   
は公民館長に届けてありますので、該当される方   

は申し出てください。  

会 場 市民文化センター  

内 容  
1．市民文化センター前庭での行事   

（1）市長観閲（分列行進・車両パレード）   

（2）ポンプ車の放水訓練披露（羽島分団・川北分団ノ   

（3）幼年消防クラブの規律訓練披露  

（市来幼稚園幼年消防クラブ）   

（4）新消防ポンプ自動車及び新高規格救急車の披露   

2．市民文化センター内での行事  

消防団員等の各種表彰  

※市民の多数のご参観をお願いします。   

当日は、車両パレードのため、付近の道路が混雑   

しますので、通行の際はご協力ください。   

なお、駐車場は市役所職員駐車場（市役所南側）を   

ご利用ください。  
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JR串木野駅舎改築について  

企画課（℡33－5628）   

現在の串木野駅舎が、93年の長き歴史に幕を  

閉じ、新しく市の顔として生まれ変わります。   

市が長年要望してきました駅舎改築を、JR  

が3月末を目途に着手しました。   

現在の駅前広場と駅舎の段差が解消されます。   

改
築
前
の
串
木
 
 

鳥インフルエンザに係る防疫対策の徹底について  
農政課（℡33－5635）   

国内で烏インフルエンザが発生したからといって、鶏や小鳥が危険であるということではありません。  

人間も鳥も病気の予防は同じです。清潔な状態で飼育し、管理後、手洗い・うがいをすれば感染の危険性  

はありません。なお、飼養している家畜並びに愛玩鶏等の防疫は自らの責任でお願いいたします。   

動物愛護の精神に基づき、飼育中の鳥を捨てたり、処分したりすることのないよう、冷静に対処してく  

ださい。   

飼養している鳥（鶏やペットの小鳥など）や野鳥が突然、連続して死亡するなどの異常があった場合に  

は、市役所または、鹿児島中央家畜保健衛生所にご連絡ください。それ以外の鳥（鶏やペットの小鳥など）  

は可燃物として処分することも可能です。なお、野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫  

に感染しないよう、死亡した烏を素手で触らずにどニール袋に入れてきちんと封をして処理してください。  

鶏細事の辛賢  

注意書項  

（影野鳥（貴）と鶏の鵬を避什る嵐賄▲ネットを職tする  
（卦鶏舎の入口に躇計込計消毒l蕾を環■する  

⑧病気の拡散を怖く亀、当面の胤鳥を附す手管礎着を決助魯  
④警l墾にあたゥて臥 集札、作♯暮．手鐘、マスクを暮用する  
⑨管理者惨作推丁掩鯵手洗い、う押い、損零の徹底を惨かる  
⑥異常鵡（急死等）に気づいた弓、闇悌朋等（♯書備t衛生蹄）に慮ちに連絡する  

桔計込計清書椎の搾■  
（逆性石■等l00億液）   

●いちき串木野市役所農政課（串木野庁舎）   
℡33－5635  FAX 32－3124  

●鹿児島県鹿児島中央家畜保健衛生所   

日置市東市来町湯田1678番地   
℡ 099－274－7555 FAXO99－274て556  
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育児・介護などで退職された方へ  

◆再就職希望登録のおすすめ！   

妊娠、出産、育児または介護のために退職した方  

で、将来的に再就職を希望する方の再就職の準備を  
長期的に支援しています。  

（退職前に雇用保険被保険者であった方）  

◆登録した方への支援内容は？  
（∋「Re・Beワークセミナー（再就職準備セミナー）」の参加   

②「再就職に役立つ情報誌」の送付   

③「個別相談」  

◆登録手続きは簡単、無料です！  

◆問合せ・申込み先   
㈲21世紀職業財団鹿児島事務所℡099－259－7815   

相談場所  相 談 日  

及び  相談種別         相 談 員    四  四  19日  26日  

相談時間  金  金  金  金   

生活・福祉 児童相談  ○  ○  ○  ○  心配ごと相談員  

健康・介護相談    ○      看護師経験者  

串木野老人 福祉センタ 
ー  

9：00～12：00  

税金・経営相談    ○      税  理  士  

法 律 相 談    ○      弁 護 士   

市来老人  
16日  23日  

福祉センター  

10：00～12：00   ○  ○  ○  

※法律相談を希望される方は社会福祉協議会に予約して   

ください（受付人員7名）。他の相談は予約はいりませ   

ん。その他お問い合わせは、社会福祉協議会へどうぞ。  

香典返しを寄付  
社会福祉協議会（℡32－3183）   

次の方々か ら故人の香典返しにかえて、社会福祉協  

議会に寄付をいただきました。   

ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。  

琴〝ポ霊溌‡  ■麺二重  

尾 上 イサ子  尾 上  豊  85  西島平町   

中 村 富 雄  中 村 ミ ヱ  89  冠 岳   

入 江 俊 一  入 江 ユ ミ  81  鹿児島市   

岩 寄 ヒロ子  岩 寄 重 義  77  春日町   

逆瀬川 カツヱ  逆瀬川 綱 良  94  川 上   

濱 田 美 子  濱 由 秀 雄  75  北浜町   

井之上 ト ミ  井之上 和 男  75  冠 岳   

福 永 茂 幸  福 永 フヂノ  92  羽 島   

上酔尾 久 義  上酔尾 キリヱ  90  福岡県   

上 野 ト ミ  上 野 初 男  76  羽 島   

三 原 サチ子  三 原 繁 高  72  大 里   

馬場添 ナ ル  馬場添 松 雄  85  大 里   

入 枝 善 幸  入 枝 チ カ  80  口之町   

有 村 正 孝  有 村 庄太郎  90  薩摩川内市   

俣 木 洋 治  俣 木 ミ ヨ  84  神奈川県   

宮 浦 悦 子  宮 浦 光 二  83  上 名   

交i安全一口 Lモ  
～ご存知ですか？自転車の正しい乗り方～  

自治振興課（℡33－5632）   

自転車の交通ルールの無視とマナー違反に  
よる交通事故が増えています。自転車も軽車  
両として、車両の一種であることが定められ  
ています。交通ルール違反は，絶対にやめま  
しょう．て／  

◎一時停止違反…「一時停止」の標識のある   
場所や「見通しの悪い交差点」では、必ず   
止まって安全を確認しましょう。  

◎歩行者通行妨害・・■「自転車通行可」の標識   
のある歩道では、歩行者の通行に迷惑にな   
らないようにしましょう。  

◎信号無視…信号は、絶対に守りましょう。  
◎二人乗り、携帯電話…二人乗りや携帯電話   

で話しながらの運転は、危険ですからやめ   
ましょう。  

◎夜間無灯火…夕暮れどきは、早めにライト   
を点灯しましょう。  

◎酒酔い運転・・・酒を飲んだら、絶対に乗らな   
いようにしましょう。  

☆交通事故をなくすために一人  
ひとりが交通ルールを守り、  
お互いにやさしさと思いやり  
の心を持って行動することが  

大切です。  

「おもいやり 人に車に この街に」  
（届出人が同意した方だけ掲載してあります。）  
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「‾′す盲壷射諺曾り  

1月7日（日）は、消防出初式の為、市立図  

書館は午前中休館となります。   

市来分館は通常通りです。  

お間違いのないようお誓いし髄  

≪≪館内おはなし教室≫≫  

リサイウ／Lブック   

図書館では、保存年限の過ぎた雑誌を市民の   

みなさんに無料でお譲りいたします。   

●日 時：1月16日（火）～   

●場 所：市立図書館（本館のみ）   

●対 象：2005年3月以前の週刊誌  

2004年3月以前の月刊誌   

≪≪市来分館おはなし会≫≫  

☆日 時：1月13日（土）10：00～  

★ボランティアグループ『たんぽぽ  

の会』のおはなし会です。  

☆日 時：1月27日（土）11：00～  

月の移動図書館巡回日程  

コース   巡回日   コース   巡回日   

1コース  1月9日（火）  6コース  う月18日（木）   

2コース  1月10日（水）  7コース  1月23日（火）   

3コース  1月11日（木）  8コース  1月24日（水）   

4コース  1月16日（火）  9コース  1月25日（木）   

5コース  1月17日（水）  10コース  1月26日（金）   

I・本の宅配してます・l   
市立図書館では、ご高齢の方・障害をお持ちの方  

で図書館を利用したいけれど図書館まで来ることの  

できない方のために、2週間に1回、本をお届け  

（宅配）しています。   

ご希望の方は、市立図書館（℡33－5655）までご連  

絡ください。   

※サービスステーション（到着予定時）は、『広   

報いちき串木野11／20号』に掲載してあります。   

詳しくは、市立図書館（℡33－5655）へお尋ね  

ください。   

1芹の本の宅配は  

」  11白・25白です▲  

32  



且  

1月の市民カレンダー   
今や元日   

14  臼   
［当室重壷〕ハ  ロ  ー  薬 局（℡32－8659）  

［聖二蓋二医〕知  花  内  科（℡32－8151）   串 木 野 調 剤 薬 局（℡32－8116）  
口  月  いとう目鼻科（℡33－3387）   

浅谷小児科医院（℡099－274－3088）  一般心配ごと相談  

16  火      〔：当量蚕豆〕さ ＜ ら 調 剤 薬 局（℡33－0450）  （10：00～12：00市来老人福祉センター）  

当番医 花  牢  頑  病  院（℡32－3281）  1歳6カ月児健康診査（平成17年6月生まれ）   
藤井クリニック（℡32－8000）  （13：00～ 串木野健康増進センター）  

2  新山皮膚泌尿器科（℡099－274－1775）          17  水  3歳児健康診査（平成15年6月生まれ）  

〔当量重豆〕あがわ調剤薬局（℡33－1647）  （13：00～ 串木野健康増進センター）  

つばさ薬局串木野（℡33－0900）          18  木   乳児・産婦健康診査（平成18年9月生まれ）  

いちき串木野而成人式  －環揮㌣攣禦光学吾  （12：30～串木野健康増進センター）  
（11：00～市民文化センター）±三を還で」恵空漠・㌧㍑二・・．， 一般心配ごと相談  

3   

〔：当：：茎：：匡：）牧野医院（℡35－0017）   19  釜   （9：00～12：00串木野老人福祉センター）  

まきのせ泌尿器科（℡33－0122）               20  土  青少年育成の日  

湯田内科病院（℡099－274－1252）  子ども会大会（9：00～ 而民文化センター）  
〔雪壷蚕豆〕串木野調剤薬局（℡32－8116）  家庭の日  

4  木  園京町内科・脳神経クリニック（℡32－2855）   
一般心配ごと相談  

21  日  
南洲整形外科病院（℡32－0051）  

5  金      （9：00～12：00 串木野老人福祉センター）  石神胃腸科内科医院（℡099－274－3110）  
6  士  〔：彗墓室亙〕アクア調剤薬局（℡33－2933）   

いちき串木野而消防出初式  さ＜ら調剤薬局（℡33－0450）  
（9：00～12：00市民文化センター）  交通事故ゼロの日  

22  月      〔：当：：重：亘〕串木野内科・循環器科（℡33－2211）    定期健康相談・母子健康相談・母子手帳交付  

7  日  野辺ひふ科クリニック（℡33－0250）  （9：00～16：00 串木野健康増進センター）  
山田産婦人科（℡099－274－1717）  一般心配ごと相談  

〔蛮〕さ の さ 調 剤 薬 局（℡21－2280）  （10：00～12：00 而釆老人福祉センター）  
23  火                     緑調剤薬局串木野店（℡33－1811）    年金相談（10：00～15：00而来庁舎3階）  

興成人の日  2歳児歯科検診（平成16年12月生まれ）   

〔雪二重二豆〕えんでん内科クリニック（℡32イ000） 米クリニ、ソク（℡32イ663）  （13：00～ 串木野健康増進センター）  

8  月       攣琵蔓‡薫   来内科（℡36 2歳6カ月児歯科検診（平成16年6月生まれ）  
－5000）  （13：00～串木野健康増進センター）  

〔二当量憂亙〕山内調剤薬局（℡32－3908）  5歳児歯科検喜多（平成13年12月生まれ）  

み や び 薬 局 市 来 店（℡21－5030）  （13：00～ 串木野健康増進センター）   

いちき串木野而交通安全の巳   一般心配ごと相談  

公立小・中学校始業式  （9：00～12：00 串木野老人福祉センター）  
定期健康相談・母子健康相談・母子手帳交付  26  釜                   いちき串木野而学校給食展（～27日）  

9  火                             （9：00～16：00串木野健康増進センター）  （10：00～16：00 だいわ串木野店）  
行政相談、一般心配ごと相談  27  土  
（10：00～12：00市来老人福祉センター）  税務課日曜窓口（9：00～12：00 串木野庁舎）  
健康相談（13：30～15：00 市来保健センター）  因丸 田 病 院（℡32－2263）  
市来地域定例公民館長会  

28  日  
ふ＜もと整形外科・内科クリニック（℡32－4145）   

（9：00～11：30 いちきアクアホール）  博悠会温泉病院（℡099－274－2238）  
10  水               6カ月児健康相談（平成18年6月生まれ）  〔当量重畳〕と  ま  と  薬 局（℡32－2270）  

（12：45～ 串木野健康増進センター）  つ ば さ 薬 局 串 木 野（℡33－0900）   

1歳児健康相談（平成17年11月生まれ）  29  月  
皿  木   （12：45～串木野健康増進セッター）  30  火  

行政相談、法律・一般心配ごと相談  31  水  

12  金   （9：00～12：00串木野老人福祉セッター）  

13  士  

〔：当：：童：亘〕宮之原循環器クリニック（℡32－3241）   

14  日  金子病院（外科）（℡33－0011）   
総人口32，651人 

ゆのもと記念病院（℡099－274－2521）  市の人口（12月1日現在） 男15．283人 世帯数13，613世帯女17，368人 ■  
保護者   住 所   子どもの名前   保護者   住 所    ●● ●●  

■ 
I  

淳   下  名  中 島   純  光   ， 

二●●  
’●  

ひゆう 丈チ  ●●  

寛  城   上  名      永 山 彪雅   廣  幸   ．t  
●  

直  法   京  町  荒 木 に こ   寛   ●●  

湊  町  出生届の届出期間は、生居れた白から14日以内  俊  二  
※持参するもの  
●出生届（出生証明書）1通  

善  幸   
●母子健康手帳  

●国民健康保険証（加入者のみ）  
健一郎   羽  島  
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